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序　　　　　文

中華人民共和国は、一次エネルギー総生産量に占める石炭の割合が、2000年においても74％を

占めると予測されており、石炭生産量、消費量、いずれも世界第一の石炭自給自足国です。

今後も高い経済成長率が予測され、エネルギー需要の増加に対応した石炭供給能力の拡大と、

深刻化が懸念されている環境問題への適切な対応が望まれています。

同国政府は、炭鉱近代化により石炭の探査から選炭までの過程において合理的に環境負荷の小

さな石炭の生産をめざすとともに、そのために必要なクリーンコール技術と保安技術分野におけ

る人材の育成を行うことにより、クリーンコールテクノロジー普及による石炭にかかわる公害の

防止、ならびに炭鉱災害の撲滅を図ることを計画し、我が国にプロジェクト方式技術協力を要請

してきました。

この要請を受けて、我が国政府は、国際協力事業団（ＪＩＣＡ）を通じて平成８年３月、事前調

査団を派遣し、要請の背景、位置づけ、実施体制、協力の基本事項などの調査ならびにセンター

の設立構想について中華人民共和国側から事情聴取及び現地調査を行いました。また平成８年７

月に長期調査員を派遣し、本センタープロジェクトの基本設計に関する主要事項などの説明及び

現地調査を行いました。

事前調査及び長期調査の報告を踏まえ、平成８年10月に実施協議調査団を派遣し、本件協力に

関する範囲、双方の取るべき措置、技術協力全体計画について協議を行い、討議議事録（Record of

Discussions）を取りまとめ署名・交換しました。

プロジェクト開始後、約１年半を経過した現時点において、プロジェクトの進捗状況の確認及

び今後のプロジェクト運営について中華人民共和国側関係者と協議を行い、全体活動計画（Plan

of Operations）などを策定し、かつ技術的な指導・助言をすることを主な目的として、計画打合

せ調査団を平成 10年 10月７日から 10月 16日まで中華人民共和国に派遣しました。

本報告書は同調査団の調査報告を取りまとめたものです。ここに、本調査団の派遣に関し、ご

協力いただいた日・中両国の関係各位に対し深甚の謝意を表するとともに、あわせて今後のご支

援をお願いする次第です。

1999年３月

国際協力事業団
鉱工業開発協力部

部長　谷　川　和　男
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１　計画打合せ指導調査団派遣

１―１　調査団派遣の経緯と目的

「中国石炭工業環境保護保安研修センター」に関するプロジェクト方式技術協力を、中国政府は

1995年９月に日本国政府に対して正式要請した。

この要請を受けて我が国政府は、国際協力事業団（ＪＩＣＡ）を通じて1996年３月に事前調査団

を派遣し、要請の背景、計画の妥当性、協力の規模などを調査し、その後さらに協力内容の詳細

を詰めるための長期調査員の派遣を経て、1996 年 10月に実施協議調査団を派遣して討議議事録

（Record of Discussions）の署名・交換を行なった。

本件プロジェクトは、同討議議事録に基づき、1997年３月１日から５年間にわたる技術協力が

開始され、1998年 10月現在、長期、短期あわせて９名の専門家が派遣されている。

プロジェクト開始後、約１年半を経過した現時点において、ＪＩＣＡはプロジェクトの進捗状

況の確認及び今後のプロジェクト運営について中国側関係者と協議を行い、全体活動計画（Plan

of Operations）などを策定し、かつ技術的な指導・助言をすることを主な目的として、1998年 10

月７日から 10月 16日まで計画打合せ調査団を派遣した。

１―２　調査団の構成

氏　名 分　野 所　　　属

奥山　　明 団長・総括
国際協力事業団　鉱工業開発協力部　鉱工業開発協力第

二課長

松田　達哉 技術協力計画
通商産業省　環境立地局　鉱山保安課　石炭保安室　技

術企画係長

榎本　　宏 石炭環境保護
通商産業省　資源エネルギー庁　石炭・新エネルギー部

石炭課　通商産業技官

香室　修造 研修計画作成 財団法人　石炭エネルギーセンター　国際協力部部長

宇多　智之 プロジェクト運営管理
国際協力事業団　鉱工業開発協力部　鉱工業開発協力第

二課　職員

飯村　直子 通　訳 財団法人　日本国際協力センター
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１―３　調査日程

（1998年 10月７日～ 1998年 10月 16日）

日順 月日 曜日 スケジュール 宿　泊

移動（成田→北京）NH905

1 10/7 水 ＪＩＣＡ中国事務所にて打合せ 北　京

在中国日本大使館表敬

国家科学技術部表敬

2 8 木 国家石炭工業局と協議 車　中

移動（北京→

　　　　　　→えん州）（565列車）

3 9 金
調査団とプロジェクト、打合せ

えん州
えん州公司表敬

石炭工業環境保護保安研修センター視察

4 10 土
石炭工業環境保護保安研修センター石炭分析室及び東灘炭

鉱の集中監視室、選炭工場、鉱水処理施設視察
同　上

5 11 日 資料整理 同　上

6 12 月 石炭工業環境保護保安研修センターと詳細協議 同　上

7 13 火
石炭工業環境保護保安研修センターと詳細協議

移動（えん州→
車　中

　　　　　　　→北京）52次列車

8 14 水 国家石炭工業局と協議 北　京

協議議事録署名

9 15 木
ＪＩＣＡ中国事務所報告

在中国日本大使館報告
北　京

10 16 金
資料整理

移動（北京→成田）NH906
東　京
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１―４　主要面談者リスト

（中国側）

国家科学技術部

封　兆良 国際合作司

国家石炭工業局

柏　然 外事司　副司長

高　雅琴 外事司国際合作処　処長

えん州礦業集団公司

莫　立崎 総経理

孔　青　 副総経理

石炭工業環境保護保安研修センター

張　懐新 センター長

劉　光栄 総工程師

外事服務中心

楊　江 処長

（日本側）

在中国日本国大使館

堂上　武夫 一等書記官

国際協力事業団中国事務所

松澤　憲夫 所長

新井　明男 次長

前川　憲治 所員

曹　妹　 所員

プロジェクト派遣専門家

志賀　麗輔　 長期派遣専門家（チーフアドバイザー）

山口　幸夫　 長期派遣専門家（業務調整員）

曾我部　敬　 長期派遣専門家（保安）

藤瀬　孝　 長期派遣専門家（保安機器）

小野寺　次郎　 長期派遣専門家（クリーンコール）

松成　泰通　 長期派遣専門家（環境観測分析）
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２　調査結果

調査・協議項目、現状及び問題点、対処方針と調査結果を記す。

調査・協議項目 現状及び問題点 対処方針 調査結果

第１　暫定実施
計画

１　日本側
（1）専門家

派遣
ア　長期

イ　短期

（2）研修員
受入れ

派遣実績を確認し、ミニッ
ツに添付した。

クリーンコール分野の長期
専門家を短期専門家に切り替
えてゆくことについては、中
国側もより効果的な技術移転
を行うため必要な措置と了解
した。

短期専門家の派遣実績と予
定を確認し、リストをミニッ
ツに添付した。
本年度は１名の短期専門家
を派遣し、今後３名の専門家
の派遣を予定。
1999年度については、当初
計画どおり５分野からそれぞ
れ１名ずつの派遣を予定して
いる。

研修員受入実績について確
認した。1999年度の研修員の
受入れスケジュール及び研修
内容については引き続きC/Pや
日本国内機関と調整を行うこ
ととした。

これまでの実績について確
認し、リストをミニッツに添
付する。
クリーンコール分野におい
ては基本的な技術移転を終了
したため、今後は短期専門家
により個別の項目ごとについ
ての技術移転を行うことを検
討する。

1998年度の実績と予定につ
いて確認しリストをミニッツ
に添付する。派遣２か月前ま
でにＡ１フォームを提出する
旨説明する。
1999年度の計画については
分野、指導内容、派遣時期につ
いて先方の要望を聴取のうえ、
リストをミニッツに添付する。
あわせて、専門家のリクルー
トの可能性を踏まえ、予算の
範囲内で検討する旨伝える。

これまでの研修員受入実績
について確認し、リストをミ
ニッツに添付する。
1999年度予定は左記の３件
である旨確認し、リストをミ
ニッツに添付する。あわせて、
これについては1999年１月中
に、我が方大使館を通じ、中国
側へ正式通報される見込みで
ある旨説明する。
また、実施時期について中国
側と協議し、結果をリストに記
載するとともに、受入れ２か月
前までにＡ２Ａ３フォームを提
出する旨説明する。

1997年度、1998年度実績
１　チーフ・アドバイザー （酒井　正和）

1997/４/８～1997/９/14
２　チーフ・アドバイザー （志賀　麗輔）

1998/２/23～2000/２/22
３　業務調整員 （山口　幸夫）

1997/３/10～1999/３/９
４　保安 （曾我部　敬）

1997/４/８～1999/４/７
５　クリーンコール （小野寺次郎）

1997/４/８～1999/４/７
６　保安機器 （藤瀬　　孝）

1997/４/８～1999/４/７
７　環境観測分析 （高岡久美男）

1997/４/８～1998/６/30
８　環境観測分析 （松成　泰通）

1998/９/９～2000/９/８

1998年度
（実績）
１　環境観測分析 （袴田　勝友）

1998/５/12～1998/７/10
（予定）
２　粉塵処理 （中西　達夫）

1998/10/22～1998/11/21
３　通気網解析 （井上　雅弘）

1998/12/１～1998/12/19
４　環境分析 （原子吸光光度計）

詳細内容調整中

1999年度予定
１　クリーンコール（排ガス分析）
２　クリーンコール（排水分析）
３　大気観測車
４　ガスクロマトグラフィー
５　原子吸光光度計

1997年度実績
１　炭鉱沈下区治理 1997/５/11～1997/６/８
２　クリーンコール技術 1997/５/11～1997/６/８
３　メンテナンスセーフティー 1997/５/11～1997/６/８
４　炭鉱粉塵防止技術
　1998年度実績
１　環境保護技術 1998/７/14～1998/８/12
２　環境保護技術 〃
３　炭鉱保安技術 〃

1999年度予定
環境分析分野３名　研修時期調整中
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調査・協議項目 現状及び問題点 対処方針 調査結果

（3）機材供与 1996年度実績（括弧内数字は数量）
１　パーソナルコンピューター （4）
２　レーザープリンター （2）
３　基本ソフトウェア （1式）
４　ガスクロマトグラフ （3）
５　ヴィデオプロジェクター （1）
６　スクリーン （1）
７　ビジュアルプレゼンター （1）
８　コピーホワイトボード （1）
９　マイクロバス （1）

1997年度実績（通関手続き中含む）
１　原子吸光分光光度計 （1）
２　石炭工業分析装置 （1）
３　灰溶融性測定装置 （1）
４　カロリーメーター （1）
５　硫黄測定装置 （1）
６　浮沈試験設備 （1）
７　SOxガス測定機器 （1）
８　NOxガス測定機器 （1）
９　COガス測定機器 （1）
10　選炭ミニプラント （1）
11　水処理ユニット （1）
12　データ解析処理装置 （1式）
13　粉塵測定器質量濃度計 （1）
14　粉塵測定器レーザー粉塵計 （1）
15　プロジェクター （1）
16　スクリーン （1）
17　ワイドテレビ （1）
18　ビデオデッキ （1）

1998年度予定（すべて調達中）
１　SS測定器
２　分光光度計
３　pH計
４　フッ素イオン濃度計
５　水銀分析装置
６　全有機炭素測定器
７　BOD測定装置
８　COD測定装置
９　DO測定装置
10　電子天秤
11　ばいじん測定器
12　環境測定車
13　データ解析処理装置一式
14　風速、大気圧測定器（携帯用）
15　メタン／二酸化炭素測定器（携帯用）
16　一酸化炭素測定器（携帯用）
17　防塵マスク

これまでの実績について確
認し、リストをミニッツに添
付する。

左記について確認し、ミ
ニッツに添付した。
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調査・協議項目 現状及び問題点 対処方針 調査結果

（3）機材供与
（続き）

２　中国側
（1）組織改編

（2）機材措置
及び維持
管理状況

1999年度予定
１　水分析装置一式
２　排気処理装置一式

1996年10月に、日本側実施協議煤炭工業部関
係部局とR/D署名を行ったが、1998年６月以降
組織改編の動きが伝えられている。まず第９期
全国人民代表大会第５回大会（全人代、国会に
相当）において中国政府機構改革案を審議し、
３月10日に正式に決議された。国家石炭工業局
は以下の５司２弁公室の組織概要となった。
・外事司
・企画発展司
・行業（業界）監理司（元政策法規司）
・企業改革
・人事司
・弁公室（元国際合作司）
・下放（移管）企業弁公室
また、国家石炭工業局による業界指導と鉱務
局の企業化（公司化）が推進するにつれ、国家石
炭工業局所官の全国規模の業界団体である中国
石炭利用協会（中国煤炭加工利用協会）とその
下部組織として中国石炭工業環境保護協会（中
国煤炭工業環境保護協会）などが設立された。
なお、８月31日に石炭環境保護センターの張
センター長が中国石炭工業環境保護協会（中国
煤炭工業環境保護協会）の理事に就任すること
となったという情報も入手している。

供与済機材については、通関手続きが終了し
たものについては、設置・活用されている。ま
た、到着していない機材についても機材配置の
スペースは確保されている。
センターは民用電源を使用しているが、地域
の供電局から事前通知がなく、頻繁な停電が起
こる。センターでは自家発電器を設置して停電
に備えているものの、発電器の立ち上げに最低
15分はかかるため、突然の停電に対しては対応
ができない。

以下について説明し、中国
側了解を得、ミニッツに記載
する。
日本側からの機材供与は極
めて厳しい予算状況から、当
初計画のなかから研修コース
に最低限必要な機材のみ、予
算の範囲内で供与することと
する。
機材保守用部品などについ
ては、中国側で負担する。

現在入手している右情報を
確認する。また、新組織の組織
図、人員、予算などについて情
報を入手し、プロジェクトの
実施に支障がないか確認する。
国家石炭工業局に対して、
改編後も供与機材の無税通関
の手続きや中堅技術者養成セ
ミナーの人選や募集などを引
き続き行うことを確認し、ミ
ニッツに記載する。

維持管理状況を確認する。
また、今年度現地調達した
供与機材もあわせ、必要なメ
ンテナンスを行うよう中国側
に申し入れ、その旨ミニッツ
に記載する。
緊急の停電で重大な支障の
起こる機器については、バッ
クアップ電源装備の処置を行
うか、中方に自家発電の電源
を引き込んだうえで機材の設
置を行うよう要請する。

これからの供与機材計画に
関し、討議議事録覚書添付の
機材リストに沿って年度ごと
に計画策定するが、具体的な
機材の増減はプロジェクトの
ニーズに応じて日中双方で協
議のうえ決定することを確認
し、ミニッツに記載した。
また、機材保守用部品やメ
ンテナンス費用などについて
は、引き続き中国側で負担す
ることを確認し、ミニッツに
記載した。

国家石炭工業局は、全国の
石炭産業の管理部門として当
該プロジェクトを今後とも引
き続き指導し、管理していう
ことになんら変更のないこと
を表明し、その旨ミニッツに
記載した。
またセンター運営組織図に
ついてもミニッツに添付した。

供与機材の状況について中
国側から説明を受け、その使
用記録、運転記録などを用い
て良好な使用・管理状態であ
ることを確認し、ミニッツに
記載した。
停電対策として、いくつか
の機器（石炭工業分析装置、灰
溶融性測定装置、硫黄測定装
置）については、配電設備が別
系統のセンター分館に設置す
ることで対応することとし、
他の機器についてはバック
アップ電源装備を日中双方の
予算で相談のうえ購入するこ
とで合意した。
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調査・協議項目 現状及び問題点 対処方針 調査結果

（3）C/P及びス
タッフの
配置

（4）ローカル
コスト負
担

第２　技術協力計
画と年次活動
計画

C/Pの配置状況は、1998年９月現在、以下の
とおりとなっている。
Project Director（センター長） 1
Project Manager（センター総工程師） 1
環境保護：
　クリーンコール技術 2
　水処理利用技術 2
　生態破壊防止技術 2
　個体廃棄物処理及び利用技術 2
保安：
　炭鉱安全集中監視システム 2
　炭鉱一通三防技術 3
　炭鉱安全情報処理技術 2

5年間のセンター運営経費計画については、
以下のとおりとなっている。

建設費 整備費 運営費 計
1997年度 723 718 975 2,416
1998年度 300 150 1,055 1,505
1999年度 150 30 1,120 1,300
2000年度 100 20 1,173 1,293
2001年度 100 20 1,215 1,335

（単位：　万元）
※1997年度は実績額。
※運営費の内訳として、研修用設備修繕費、研
修用備品、消耗品、教材費、講師謝金、センター
管理費などがある。

おおむね順調に進行している。全国規模の研
修コースについては、既に３回実施済であり、
それぞれの参加者（計画人数、実施人数）は以下
のとおり。なお、第四期の研修については1998
年10月13日より約２週間行われる予定である。

時　　期 実施人数
第一期 97/10/13～97/10/20 33名
第二期 98/03/29～98/04/12 47名
第三期 98/06/09～98/06/20 59名
　計 139名

研修項目については中国側の意見を十分取り
入れて調整を行ったうえで決定される。現在、
今年度後半の研修コースに向け、専門家による
テキスト作成、中国側によるテキストの中国語
訳、及び専門家からC/Pへの研修項目について
の技術移転が進められている。

左記について確認を行い、
ミニッツに添付する。
また、C/Pの継続配置につい
て中国側に申し入れを行う。

左記について確認を行い、
ミニッツに添付する。

左記について確認を行い、
ミニッツに添付する。

各専門家及びC/Pから、活動
の進捗状況及び今後の計画に
ついての説明を受け、状況を
確認したうえで、1999年度末
までの年次活動計画を策定し、
ミニッツに添付する。

中国側のC/Pの定義に関する
理解が十分でなく、技術移転
を十分受けたC/Pを「卒業者」と
みなし、リストからはずして
いたことが判明した。そこで
技術移転が終了した後も評価
の対象になることを中国側に
伝え、C/PについてのJICAの考
え方の理解を得た。その結果、
技術分野のC/Pは総勢15名から
20名に増加した。
中国側よりC/Pリスト（改訂
版）を取り付け、ミニッツに添
付した。

左記について確認し、セン
ター運営経費計画をミニッツ
に添付した。

左記について確認し、ミ
ニッツに添付した。第四期全
国研修は、当初の予定どおり
10月13日～23日の予定で行わ
れた。
各専門家及びC/Pから、活動
の進捗状況及び今後の計画に
ついての聞き取り調査を行い、
現状を確認したうえで、各分
野の活動計画の年次計画書を
2 0 0 0年６月まで策定し、ミ
ニッツに添付した。
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調査・協議項目 現状及び問題点 対処方針 調査結果

第３　プロジェク
ト運営上の問
題点

１　研修コース
（1）研修コー

ス概要

（2）供与機材
の計画的
活用

２　研修内容の
現場への展開

３　定期的ミー
ティングの拡
充、合同調整
委員会

第４　そのほか
１　専門家の生
活環境

２　開校式

具体的なコース内容、年間コース数、期間、
レベル、対象者、対象人数などといった研修
コース設定に係る詳細活動計画については、最
終検討及び調整を行っている。

供与機材について、研修コースにおける計画
的活用を図る必要がある。

プロジェクト目標の達成のため、研修コース
の実施と平行して、中国側による研修内容の炭
鉱現場への展開を図っていく必要があるが、そ
の具体的な方策については今後検討すべき課題
である。

研修コースへの従業員の参加や、研修内容の
現場への展開を図るうえで、煤炭局の上層部と
の定期的なミーティングをより拡充していく必
要がある。また、合同調整委員会については、
中方の組織改編の事情などもありいまだ開催さ
れるにいたっていない。

中方の投入により生活環境はおおむね良好で
ある。中国側の1999年度予算での対応を計画中
であるが、給湯・給水設備の改修についての要
望が出ている。
安全対策については、携帯電話や緊急連絡網
の作成などで対応しているものの、行政改革と
ともに大中規模都市の治安悪化が懸念されてい
るとのこと。

本センターの正式開校式は、国家石炭工業局
の組織改編のため延期になっている。しかしな
がら、開校式は当該プロジェクトを全国の石炭
関係者に周知する良い機会となるので、セン
ターとしては国家石炭工業局の体制が整った時
点で行いたい意向である。

研修コースの詳細活動につ
いては、研修内容の現場への
展開を中心に専門家及び中国
側と協議し、ミニッツに添付
する。

計画的活用を図るよう中国
側に申し入れ、その旨ミニッ
ツに記載する。また、研修コー
スの計画案に、使用する機材
名を記入する。

炭鉱現場展開については中
国側の責任により実施するこ
とを確認し、具体的方策及び
スケジュールの検討を専門家
のアドバイスを得ながら行っ
ていくよう中国側に申し入れ、
その旨ミニッツに記載する。

中国側の積極的な参加を申
し入れ、その旨ミニッツに記
載する。合同調整委員会につ
いては、国家石炭工業局の対
応が可能な体制になったとこ
ろで開催することを申し入れ
る。

プロジェクト専門家チーム
より意見を聴取し、問題点が
あれば持ち帰り検討とする。
中国側で対処できる内容であ
れば、改善を促す。

国家石炭工業局と開校式の
時期について話し合う。また、
しかるべく立場のものの参列、
協力を要請する。

研修コースの詳細活動につ
いて研修計画を取り付け、ミ
ニッツに添付した。

計画的活用を図るよう中国
側に申し入れた。

終了時におけるプロジェク
ト目標の達成の可能性が難し
いことから、プロジェクト目
標の修正についての言及がな
され、引き続き日中双方で検
討していくこととした。

合同調整委員会については、
国家石炭工業局の対応が可能
な体制になったところで少な
くとも年１回及び必要が生じ
たときに開催することを日中
双方で確認し、その旨ミニッ
ツに記載した。

中国側は、専門家住居環境
に関して今後改善を要する部
分については、必要に応じて
引き続き対応することを認め、
その旨ミニッツに記載した。

国家石炭工業局と正式な開
校式の時期について話しあっ
たところ、建国50周年にあた
る1999年の秋頃に開催したい
との意向表明があった。また
在中国日本大使館、国家科学
技術委員会、国家石炭工業局
に対してしかるべき立場のも
のの参列、協力を要請した。



- 9 -

３　暫定実施計画（ＴＳＩ）の進捗状況と次年度計画　

３―１　日本国側

1997年３月１日に当プロジェクト方式技術協力事業が開始されてから本計画打合せ調査団派遣

までにほぼ１年７か月が経過し、この間に派遣された専門家の派遣分野と人数については別添ミ

ニッツに示されるとおりである。

各協力分野の活動状況は以下のとおりである。

（1）専門家派遣　

ア　長期専門家派遣

協力開始から 1998年 10月までの実績と任期は次のとおり。

１　チーフ・アドバイザー（酒井　正和） 1997/４/８～1997/９/14

２　チーフ・アドバイザー（志賀　麗輔） 1998/２/23～2000/２/22

３　業務調整員 （山口　幸夫） 1997/３/10～1999/３/９

４　保安 （曾我部　敬） 1997/４/８～1999/４/７

５　クリーンコール （小野寺次郎） 1997/４/８～1999/４/７

６　保安機器 （藤瀬　　孝） 1997/４/８～1999/４/７

７　環境観測分析 （高岡久美男） 1997/４/８～1998/６/30（帰国）

８　環境観測分析 （松成　泰通） 1998/９/９～2000/９/８

なお、５のクリーンコール分野においては基本的な技術移転を終了したため、中国側の

要望も踏まえ、1999年度以降の長期専門家の投入は行わず、対象範囲を絞った短期専門家

による技術移転が有効という観点から個別の項目ごとについての技術移転を行う予定。

イ　短期専門家派遣

協力開始から 1998年 10月までの実績と今後の予定は次のとおり。

（ア）　1998年度

（実績）

１　環境観測分析 （袴田　勝友） 1998/５/12～1998/７/10

（予定）

２　粉塵処理 （中西　達夫） 1998/10/22～1998/11/21

３　通気網解析 （井上　雅弘） 1998/12/１～1998/12/19

４　環境分析 （原子吸光光度計） 1999年２月下旬～３月上旬で調整中
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（イ）　1999年度予定

１　クリーンコール（排ガス分析）

２　クリーンコール（排水分析）

３　大気観測車

４　ガスクロマトグラフィー

５　原子吸光光度計

（2）研修員の受入れ　

協力開始から 1998年 10月までの実績は次のとおり。

（ア）　1997年度実績

１　炭鉱沈下区治理 （張　懐新） 1997/５/11～1997/６/７

２　クリーンコール技術 （孫　福珠） 1997/５/11～1997/６/７

３　炭鉱環境観測技術 （李　中和） 1997/５/11～1997/６/７

４　炭鉱粉じん防止技術 （管　延明） 1997/５/11～1997/６/７

（イ）　1998年度実績

１　炭鉱環境観測技術 （韓　金富） 1998/７/13～1998/８/14

２　炭鉱環境観測技術 （程　鉄剛） 1998/７/13～1998/８/14

３　安全情報処理技術 （徐　　貞） 1998/７/13～1998/８/14

（3）機材供与

協力開始から 1998年 10月までの実績については別添ミニッツ附６に示されるとおりであ

る。

３―２　中国側

（1）建物施設などプロジェクト・サイト基盤整備状況

ア　組織改編

政府機構改革に伴い石炭工業部は局となり、９司減の５司２弁公室、人員も約 400名か

ら約 100名と大幅に減員縮小されたが、政府行政機能は引き続き保たれており、本プロジェ

クトの指導・管理体制については、大枠では問題はない。合同調整委員会のメンバーも基

本的に旧煤炭部の各組織が分離名称変更したもので、支援体制は確立されているものと判

断される（別添ミニッツ附３）。

ただし、今まで石炭工業部１本であった体制が、今般新たに発足した協会、学会などに

も分散されるため、各々の職務範囲、責任範囲など見守る必要がある。
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イ　建物施設などプロジェクト・サイト基盤整備状況

1997年 10月にセンターが完成しており、専門家執務室、講義室、実験室など、本プロジェ

クト運営に支障のないスペースが確保されている。ただし実験室設備について、今後の供

与機材による実験内容などによっては不十分となりうる部分もあった。

センターはその敷地内に管理棟、研修棟、体育館、公園、運動施設（テニスコート、バス

ケットコート）、専門家宿泊施設などを完備している。管理棟には、リーダー室、専門家室、

専門家控室、業務調整員室などが提供され、中国側通訳３名を含めた勤務環境はおおむね

良好で満足できるものと判断される。

専門家の宿舎については 1997年５月に完成しており、各戸２ＤＫ～３ＤＫの冷暖房、衛

星ＴＶなどが完備された家具付集合住宅に専門家は入居している。近隣敷地内にはテニス

コートなども設けられており、快適な居住環境といえる。専門家に対するヒアリングでも、

生活面についての不満は特にない（慣れた？）とのことであった。また長期専門家の宿舎に

は、センター長自ら同宿舎に居住しており、不都合な点については迅速な対応が期待され

るものと思われる。

食事は、センター内の食堂で土、日を除いて昼、夕食がとれる。日用品などの必需品は、

おおむね近隣の商店で入手できる。医療関係は、センター内の診療所、公司の病院があり、

日常の健康管理には不都合はないものと思われる。

なお停電対策である自家発電設備については、センター側で設置済みであったが、その

設置箇所が研修生の宿泊棟に隣接しているため、防音対策工事中であった。

（2）機材措置及び維持管理状況

設置されている機材については、その管理は良好であり、十分に活用されている。

（3）組織、カウンターパート及びスタッフの配置

中国側組織については、組織改編に伴い前述のとおりである。

またカウンターパート及びスタッフについては、一部入れ替えがあったが現在は確定して

おり、またその数も十分である。

（4）ローカルコスト負担

ローカルコストのうち特にセンター運営費については、1997年度は当初計画を大幅に上回

る額を負担しており、今後４年間の計画額についても増額されている。

センター運営の母体であるえん州礦業集団公司の経営基盤はしっかりしており、予算的心

配はないものと思われる。
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４　技術協力計画（Ｔ．Ｃ．Ｐ．）の進捗状況と次年度計画

４―１　石炭環境分野

（1）教材作成の進捗状況

研修用教材は一般研修生用と中堅技術者用がある。

一般研修生用教材は、中国石炭工業局副局長を委員長とし、大学、研究所の教授クラスの

メンバーをはじめ中国石炭関連有識者と日本側長期専門家よりなる煤炭鉱業環境保護安全訓

練教材編纂委員会を設け、編集、監修を行い、作成は完了している（別添ミニッツ附 13）。

中堅技術者用教材は、以下の９項目にわたり作成し、現在中文に翻訳中である。

＜石炭環境分野　中堅技術者用教材＞

①日本における排煙処理技術開発について

②石炭高度処理技術の開発状況について

③日本における炭鉱及び選炭排水処理技術について

④日本における石炭燃焼技術開発について

⑤石炭の迅速分析技術について

⑥日本における選炭技術開発について

⑦硫黄酸化物排出の低減を目的としたクリーンコール技術について

⑧高濃度石炭／水スラリーの技術開発について

⑨日本における石炭加工技術開発について

（2）カウンターパート

石炭環境分野のＣ／Ｐは現在 13名おり、もともと選炭関係、及び石炭分析関係の専門性を

有する人材が多い。既に技術移転が終了したとみなされるＣ／Ｐも存在し、中堅技術者養成

研修の際などには講師を務めるなど積極的にプロジェクトに関与している。レベル、人数と

もに特に問題はない。

４―２　炭鉱保安分野

（1）教材作りについての進捗状況

石炭環境分野と同様に一般研修生用と中堅技術者用があり、いずれも作成完了している（別

添ミニッツ附 13）。

中堅技術者用教科書は、下記の項目による教材の作成を完了している。なお、この教材は

毎年内容の見直しを行い、改訂していく予定である。
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＜炭鉱保安分野　中堅技術者用教材＞

①鉱山保安行政の概要

・監督指導体制の充実

・鉱務監督官の権限（局長及び部長を含む）

②鉱山保安法及び規則

・鉱業権者の義務

・保安統括者及び保安技術職員の義務

・鉱山労働者の義務

③保安管理体制

④災害統計

⑤ガス突出技術指針

・予知対策

・自然条件の事前把握

・ガス突出の予知方法

・現場における予知技術

⑥自然発火

・自然発火の予知

・COによる検知の理由

・発生ガスによる検知

・自然発火の予防

⑦自然発火災害防止対策

・自然発火の概要

・未然防止対策

・自然発火の兆候と対策

⑧ガス・炭じん爆発防止

・ガス爆発防止対策

・炭じん爆発の未然防止

・炭の不活性化

・爆発伝ぱ防止

・現場のガス・炭じん爆発防止技術

⑨坑内火災

・坑内可燃物の危険性評価

・火災拡大防止
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このほか、講義のための資料作りも行っている。1998年 10月 13日から実施する第４回目

講義を含めた過去のセミナーのすべての資料作りも完了しており、教材作成は当初の計画ど

おり進んでいる。

（2）カウンターパート

保安分野のＣ／Ｐは、もともと炭鉱の労働者に保安教育を行っていた先生が大半を占め、

質的に高いレベルにあり、通訳の配置を含めて現状特に問題はない。

このＣ／Ｐは現在も炭鉱労働者に対する講座（授業）を担当しており、指導、共同作業など

の時間的配分の調整を今後も専門家と密に行う必要がある。
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５　プロジェクト運営上の問題点

機材供与が当初の予定から若干の遅れはあるものの、通関手続きの終了したものから随時、設

置・活用がされており、また設置予定分についてもスペースなど確保されており問題はない。

なお今後のプロジェクト運営上、考慮すべき点として以下の事項が考えられる。

５―１　研修受講生の確保

全国規模の研修コース（高級技術者対象）については、今まで３回実施された。（４回目を 10月

13日～ 10月 23日の日程で実施）

従来、石炭工業部による大々的な開催通知による募集がされてきたが、行政改革による人員削

減、地方鉱務局の企業化などが進むにつれ、今後プロジェクト終了後を含めていかにして全国か

らの研修受講生を確保していくかが重要になる。

地方鉱務局、公司は従来からそれぞれ研修センターを有しているものも多く、今後本プロジェ

クトによる本センター研修の差別化や特色付けなどが必要と思われ、さらに本センター研修を受

講することにより、国（石炭工業局）からの何らかのイニシアティブの付与（法的整備（法的強制

力））も長期的にみて必要と考えられる。

５―２　センター側施設と供与機材とのレベル的相違

供与機材のなかの原子吸光分光光度計については、前処理設備がなく固形物の分析が困難と思

われる。現在は据え付け調整中なので、機器の原理や操作手法など初歩的な研修をおこなってい

る段階なので問題はないが、将来は測定試料によっては前処理が必要となる場合もあり得る。し

かしセンターに設置されているドラフター（通気設備）は貧弱であり、前処理できる試料の範囲が

限られる。また機材設置室の排気ダクトは通常の鉄製のもので、特殊分析の際に排出される排ガ

スに対しては耐久性の面で問題があるので、必要な設備投資をする必要がある。

５―３　ＰＤＭの見直し

ＰＤＭのうち、プロジェクトの目標については、近代的炭鉱技術（保安・環境）が中国の炭鉱に

導入されるとされており、またその指標として技術者数、工場数などとともに災害率などが掲げ

られている。

5年間のプロジェクト実施期間のなかで、中国の炭鉱に当該技術を導入（普及）させ、技術者の

増加とともに選炭工場、優良炭鉱の増加及び災害率の減少などを図ることは困難である。特に災

害率については、中国の炭鉱における災害の大部分が郷鎮炭鉱で発生しているものであり、本プ

ロジェクトの活動が郷鎮炭鉱まで普及させることは現実問題として５年間で達成できる範囲を超
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えていると考えられるので、技術移転の地域を限定するなどの見直しが必要。

また、ＰＤＭの持つ性格、考え方を十分中国側にも理解してもらい、実現可能性を見据えた見

直し（目標の下方修正）が日本側の注力の減退につながることはない旨、説明が必要と思われる。

５―４　外事服務中心の動向

中国側の組織改編に伴い、石炭工業部国際合作司経済合作処が外郭団体「外事服務中心」となっ

たが、組織改編前から本プロジェクトの立ち上げに深く携わってきた人が、その所属先が外郭団

体になったにもかかわらず引き続き、石炭工業局（国）としての関与を求めている節がある。あく

までも政府間協議に基づく本プロジェクトの遂行にあたっての同中心の位置づけ、動向には注意

が必要である。

５―５　センター開校式の開催

中国側の組織改編などの影響で、本センターの正式な開校式がいまだ開催されていない。中国

全土への本センターのアピールの良い機会であるので、早期の開催が必要である。（1999年中に

は開催予定旨確認済）

５―６　合同調整委員会の開催

Ｒ／Ｄにて年１回開催とされている合同調整委員会についてもいまだ開催されていないことか

ら、早期の開催が必要である。
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６　調査団所見

６－１　主要協議結果

（1）国家石炭工業局の組織改編及びプロジェクトの管理・実施体制

1） 石炭工業局は、政府機構改革に伴う大幅な組織改編が行われたが、今後とも引き続き本

プロジェクトを指導・管理していくので、プロジェクト管理に関する基本的な枠組みに大

きな変更はない旨表明した。しかしながら、同局内のプロジェクト関係部課が整理され、当

該事務が外部に急遽設置された協会や学会などの外郭団体に一部移管されたため、同局と

外郭団体との関係が、現時点で必ずしも十分整理仕切れてないところもある。

2） 石炭工業局は、組織改編に伴いプロジェクト関係部課やえん州礦業集団公司から構成さ

れる同局指導小組（プロジェクト管理委員会）を解散し、それに代わるものとして総括責任

者である同局外事司副司長に加えて、新たに副総括責任者として同公司総経理を指名し、

プロジェクトを運営管理することを提案してきた。この結果、これまでもプロジェクトを

実質的に運営管理している同公司やセンターの果たす役割がますます重要となってきてい

る。

3） 合同調整委員会の構成に関し、本年から新たに石炭工業局の外郭団体の一つとなった外

事服務中心が外郭団体の調整などの中心的役割を得ようとして中国側委員の一角に入って

きたため、中国側でもその取扱いに苦慮した模様。日本側としては、石炭工業局の組織改

編に伴う国内事情等も配慮し、最終的には同中心を中国側委員の一つとして受け入れるこ

とに同意した。しかしながら、その役割は、外郭団体間の調整などではなく、あくまでも

石炭工業局やセンターから必要に応じて委託された事務の遂行である旨を石炭工業局に確

認した。当面は様子を見守ることとし、もし同中心がその役割を超えて動くなどセンター

に協力的でなく、プロジェクトの効率的な運営管理や実施に支障が生じるようであれば、

合同調整委員会の正式メンバーには含めないよう改めて石炭工業局に申し入れることとし

たい。

4） ＰＤＭを必要に応じて見直すことについて中国側に異論はなかった。しかしながら、具

体的にプロジェクト目標の修正に言及したところ、ＰＤＭの考え方を十分理解していない

こともあり、中国側は、目標が達成可能かどうかとういう視点ではなく、むしろ目標達成

の可能性が低くても目標は高く掲げたいとの意識が強い。これは、目標を見直すことは活

動が大きく縮小され、結果として日本側の投入が減るとの理解。ＰＤＭの考え方を機会あ



- 18 -

るごとに中国側に説明するとともに、目標の見直しの必要性などについて今後とも継続協

議とした。

（2）技術協力計画の進捗状況

1） プロジェクト開始当初、供与機材や中堅技術者養成研修経費負担の遅れ、前リーダーや

専門家の病気などの問題が発生したこともあり、多少進捗の遅れがあったが、現時点では

ほぼ順調に進捗しつつある。

他方、センター建物や専門家宿舎などの先方のサイト基盤整備は、ほぼ順調に対応。ま

た、Ｃ／Ｐなどの配置も人数的には計画どおり。

（3）全体活動計画（ＰＯ）及び年次活動計画（ＡＰＯ）

1） ＰＤＭに基づく全体活動計画（ＰＯ）及び年次活動計画（ＡＰＯ）の内容について、Ｃ／Ｐ

は一応理解はしているが、まだ十分とは言えないので引き続き派遣専門家チームと必要に

応じて十分議論し、見直しを図る必要がある。

2） 年次活動計画のうち、長期専門家（クリーンコール分野）派遣計画の見直しについて、中

国側の理解は得られた。

3） 機材供与計画について今回の協議で最も時間を要したが、中国側は実施協議調査時に作

成した機材供与リストに従ってすべて供与されるもの誤解（意図的？）しており、最後まで

同リストに固執した。今後とも引き続き討議議事録覚書の第８項に明記されている、「機材

供与は、日本側の予算措置がなされる範囲内で、プロジェクト方式技術協力の原則により、

技術移転に必要な機材を双方で協議して供与する」との原則を必要に応じて繰り返し中国側

に説明し、理解させる必要がある。

なお、中国側は、大型バスの供与に固執したが、技術移転に緊急かつ必要不可欠とは考

えられないので今後とも供与の可能性はない旨返答した。

６－２　その他プロジェクト実施運営上の課題・留意点など

（1）プロジェクトの管理体制やＰＤＭの見直しに伴い、Ｒ／Ｄの一部修正を今後速やかに検討

する必要がある。具体的には、副総括責任者としてのえん州礦業集団公司の位置づけ、基本

計画の各項目、合同調整委員会の構成など。

（2）中国側の実施責任者（ＰＭ）であるセンター長は、プロジェクトに積極的に取り組んでお



- 19 -

り、実施機関の意志決定プロセスへの影響力もある。リーダーをはじめ派遣専門家チームと

の関係も極めて良好で、また、派遣専門家チームとＣ／Ｐとのチームワークも良い。同セン

ター長の存在が、プロジェクトの効率的な運営に大きく貢献している。

なお、同センター長は、あえて専門家用宿舎に引っ越して専門家とともにその生活環境を

自ら体験（リーダーとは事務所だけでなくで自宅でも隣同士）している。

（3）実施機関であるえん州礦業集団公司は、財政的・組織的・技術的にもしっかりしており、プ

ロジェクトの自立発展性は高いものと考えられる。

（4）正式なセンター開校式を来年中には開催予定であり、実施に際しては、中国側からしかる

べき人の出席を依頼し、中国側をこれを基本的に了解した。

（5）派遣専門家の生活環境は、プロジェクト開始当初に比べれば改善されてきているものの、

引き続きその改善と生活管理に留意する。





資　　　　　料

１．協議議事録（Ｍ／Ｄ）
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